
1 

税務訴訟資料 第２６２号－９７（順号１１９４７） 

東京地方裁判所 平成●●年(○○)第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（山形税務署長） 

平成２４年５月１０日棄却・控訴 

判 決

原告 株式会社Ａ 

同代表者代表取締役 甲 

同訴訟代理人弁護士 古澤 茂堂 

小野寺 弘行 

渡邉 俊太郎 

野口 耕治 

提箸 欣也 

藤沢 浩一 

成 豪哲 

被告 国 

同代表者法務大臣 小川 敏夫 

処分行政庁 山形税務署長 

加賀谷 清孝 

同指定代理人 森本 利佳 

大石 稔 

長谷川 光政 

巴 良満 

主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

 山形税務署長が平成２０年７月２５日付けで原告に対してした平成１８年４月１日から平成１

９年３月３１日までの事業年度（以下「本件事業年度」という。）の法人税の更正のうち所得金額

２億２２４３万８２６８円、差引所得に対する法人税額６０５３万５１００円を超える部分及び過

少申告加算税の賦課決定のうち過少申告加算税の額２１５万７０００円を超える部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

本件は、国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡しこれにより

取得した補償金をもって別紙１記載の資産（以下「本件取得資産」という。）を取得した原告が、

租税特別措置法（以下「措置法」という。）６４条１項（平成１９年法律第６号による改正前のも

の。以下同じ。）の規定に基づく課税の特例（圧縮記帳）を適用して本件事業年度の法人税の確定
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申告をしたところ、山形税務署長（処分行政庁）から平成２０年７月２５日付けで上記課税の特例

の圧縮限度額の計算に誤りがあることを理由として法人税の更正（以下「本件更正」という。）及

び過少申告加算税の賦課決定（以下「本件賦課決定」といい、本件更正と併せて「本件更正等」と

いう。）を受けたため、本件更正は措置法６４条１項が定める圧縮限度額の計算を誤った違法なも

のであると主張して、処分行政庁の所属する国を被告として、本件更正等の一部取消しを求める事

案である。 

１ 法令の定め等 

 本件に関係する法令の定め等は別紙２のとおりである。なお、別紙２での定義は以下の本文及

び別紙３以下でも使用する。 

２ 前提事実（顕著な事実、争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め

られる事実。なお、号証番号の枝番は、特に必要がない限り省略する。以下同じ。） 

(1) 原告は、山形市に本店を有し、Ｂの発行等を目的とする株式会社である。 

(2) 原告の事業用資産の譲渡と代替資産の取得 

ア 原告は、国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所長の代行買収者であるＤ公社及び

山形県知事からの「Ｅ事業」及び「Ｆ事業」に係る資産の買取りの申出に応じて、平成１９

年３月２０日、所有していた山形市所在の土地、建物、建物付属設備、構築物、工具器具備

品、機械装置等の●●の発行等の事業の用に供していた資産を譲渡し、平成１５年４月から

平成１８年３月までの間に、合計２９億５１７０万００３３円の対価補償金を取得した。 

イ 原告は、●●の発行等の事業の用に供するため、平成１５年４月から平成１９年３月まで

の間に、３２億００４７万７７１３円をもって本件取得資産を取得した。 

(3) 本件事業年度の法人税の確定申告 

 原告は、平成１９年６月２８日、山形税務署長に対し、租税特別措置法施行令（以下「措置

令」という。）３９条４項（平成１９年政令第９２号による改正前のもの。以下同じ。）の規定

の適用により、本件取得資産をもって前記(2)アの譲渡に係る事業用資産の代替資産とするも

のとして、① 本件取得資産のうち別紙１の番号欄に１ないし４５と記載されたもの（以下「本

件代替資産」といい、それぞれの資産を別紙１の番号欄に記載された番号に従い「本件代替資

産１」などという。）につき、その帳簿価額を損金経理により減額した金額に相当する２６億

０７４１万５２１４円を固定資産圧縮損として計上し、② 本件取得資産の全ての取得価額と

して対価補償金から支出した金額の合計２８億９７８０万３２６６円に差益割合を乗じて計

算した２６億０９８３万９８６２円を圧縮限度額として、本件代替資産の圧縮損計上額の合計

である上記２６億０７４１万５２１４円がこれを超えていないことから、圧縮限度超過額を零

円とし、本件事業年度の所得の金額の計算上、上記固定資産圧縮損計上額２６億０７４１万５

２１４円を全て損金の額に算入して、本件事業年度の法人税の確定申告をした。（甲１、乙１

ないし３） 

(4) 本件更正等 

 山形税務署長は、平成２０年７月２５日、原告に対し、所得金額３億９１７９万２６８０円、

納付すべき税額１億１１３４万１３００円、過少申告加算税の額８５９万９５００円とする本

件更正等をした。本件における課税処分の経緯は別紙３に記載のとおりである。 

 本件更正は、① 圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額は帳簿価額を損金経理

により減額する方法により圧縮した資産の取得価額であるから、本件取得資産の全ての取得価
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額ではなく、本件代替資産の取得価額を基礎として圧縮限度額を計算すべきであるし、また、

② 圧縮限度超過額は、個々の代替資産の取得価額の合計に差益割合を乗じて計算した圧縮限

度額を個々の代替資産の圧縮損計上額の合計が超えた金額ではなく、個々の代替資産の取得価

額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮

損計上額が超えた金額の合計であるところ、本件代替資産４５の「新社屋事務室什器備品２期」

については、圧縮限度額が３２２２万５０２９円であるのに対して、圧縮損計上額は３２００

万円にすぎず、圧縮限度額を圧縮損計上額が超えた金額が存在しないから、圧縮限度超過額は、

本件代替資産１ないし４４の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産

の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計２億４９０６万０７０３円

となるとした上、そのうちの当該代替資産の償却限度額を超える部分の金額は減価償却超過額

として損金の額に算入されないとするものである。（甲３） 

３ 課税処分の根拠 

 被告が主張する課税処分の根拠は別紙４に記載のとおりである。 

４ 争点 

 本件の争点は、次の２点である。 

(1) 措置法６４条１項所定の圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額（争点１） 

 措置令３９条４項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合におい

て、帳簿価額を損金経理により減額していない資産の取得価額は、圧縮限度額の計算の基礎と

なる代替資産の取得価額となるかどうか。 

(2) 措置法６４条１項所定の圧縮限度額の計算方法（争点２） 

 措置令３９条４項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合の圧縮

限度額は個々の資産の取得価額を合計して計算する方法により求められるべきものであり、圧

縮限度超過額は個々の代替資産の取得価額の合計に差益割合を乗じて計算した圧縮限度額を

個々の代替資産の圧縮損計上額の合計が超えた金額となるのか、それとも、上記場合の圧縮限

度額は個々の資産ごとに計算する方法により求められるべきものであり、圧縮限度超過額は

個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度

額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計となるのか。 

５ 当事者の主張の要旨 

(1) 圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額（争点１）について 

（原告） 

 措置令３９条４項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合には、帳

簿価額を損金経理により減額した資産の取得価額だけではなく、帳簿価額を損金経理により減

額していない資産の取得価額も、圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額となる。 

ア 措置法６４条１項は、圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額について、帳簿

価額を損金経理により減額した資産の取得価額に限定していない。同項が定める課税の特例

の制度趣旨及び課税の公平の観点からすれば、圧縮限度額は一義的に計算されるべきもので

あるところ、圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額について上記のとおり限定

すると、個々の資産につき損金経理をしたかどうかにより圧縮限度額が変動するという不都

合を生ずる。 

イ 措置令３９条４項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合には、
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複数の取得資産は全体として一つの「代替資産」となるものと解するのが相当である。すな

わち、租税特別措置法関係通達（法人税編）６４(3)－１「種類を同じくする２以上の資産

について収用等をされた場合等の差益割合」は、代替資産につき同項の規定の適用を受ける

ときの差益割合は対価補償金の額の合計額と譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額の合計額とに

より計算することとしているところ、これは、上記場合における措置法６４条１項の各文言

の解釈として、「譲渡した資産」の意義を当該複数の譲渡資産の資産群全体をいうものとし、

「補償金、対価若しくは清算金の額」の意義を譲渡資産群全体に対する対価補償金の合計額

をいうものとするものであり、差益割合の計算について、このように解する以上、圧縮限度

額の計算についても、上記場合における「代替資産」の意義を当該複数の代替資産の資産群

全体をいうものとするのが自然である。 

 そうすると、上記場合には、譲渡資産群及び代替資産群をそれぞれ一体と捉えて、譲渡資

産群全体について差益割合を計算した上、代替資産群全体の圧縮限度額を計算することにな

るから、法人は、代替資産群全体に対する圧縮限度額の範囲内で任意の方法により圧縮記帳

をすることができるのであって、上記場合には、帳簿価額を損金経理により減額した資産の

取得価額だけではなく、帳簿価額を損金経理により減額していない資産の取得価額も、圧縮

限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額となる。 

（被告） 

 帳簿価額を損金経理により減額していない資産は代替資産として選択されているものでは

なく、その取得価額は圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額とならない。 

ア 措置法６４条１項は、法人の有する資産が収用されるなどし、当該法人が差引補償金の額

（補償金、対価又は清算金の額で、当該資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償

金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。別紙２参照）の

全部又は一部に相当する金額をもって当該収用等により讓渡した資産と同種の資産その他

これに代わるべき複数の資産の取得をした場合について、法人が差引補償金の額に達するま

での範囲内で代替資産として選択した資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額を

もって圧縮限度額とするものである。 

イ そして、法人がどの資産を代替資産として選択したかは、どの資産の帳薄価額を損金経理

により減額したかによって明らかになるのであって、帳簿価額を損金経理により減額してい

ない資産は代替資産として選択されているものではなく、その取得価額は圧縮限度額の計算

の基礎となる代替資産の取得価額とならない。 

(2) 圧縮限度額の計算方法（争点２）について 

（原告） 

ア 措置法６４条１項は、圧縮限度額について、個々の資産ごとに計算する方法により求めら

れるべきものとはしていない。そして、前記(1)の原告の主張イのとおり、措置令３９条４

項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合には、複数の取得資産は

全体として一つの「代替資産」となるものと解するのが相当であることからすると、上記場

合の圧縮限度額は個々の資産の取得価額を合計して計算する方法により求められるべきも

のであり、圧縮限度超過額は個々の代替資産の取得価額の合計に差益割合を乗じて計算した

圧縮限度額を個々の代替資産の圧縮損計上額の合計が超えた金額となる。 

イ 被告は、措置法６４条１項柱書きに「既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、
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その額を控除した額」という括弧書きがあることを根拠に、措置令３９条４項の規定の適用

により複数の取得資産をもって代替資産とした場合の圧縮限度額は個々の資産ごとに計算

する方法により求められるべきものであると主張するが、この括弧書きは、全体として一つ

の「代替資産」が複数ある場合には、差引補償金の額から既に他の「代替資産」の取得に充

てられた額を控除するものとするものにすぎず、前記アのとおり解することを否定する根拠

にはならない。 

（被告） 

 措置令３９条４項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合の圧縮

限度額は個々の資産ごとに計算する方法により求められるべきものであり、圧縮限度超過額は、

個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度

額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計となる。すなわち、措置法６４条１項柱

書きが、圧縮限度額の意義について、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額と

定めた上、代替資産の取得価額について、「その額が当該補償金、対価又は清算金の額（既に

代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額）を超える場合には、その

超える金額を控除した金額」と定めて、既に圧縮限度額の計算の基礎とされた代替資産が存在

し得ることを前提とする規定を置いていること、圧縮限度額は個々の代替資産についての損金

経理の限度額になるものであり、取得価額及び帳簿価額はいずれも個々の資産ごとに付される

ものであって、これを減額するためには個々の資産について個別に処理する必要があることか

らすれば、措置令３９条４項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合

の圧縮限度額は個々の資産ごとに計算する方法により求められるべきものであると解するの

が相当である。 

(3) 本件更正等の適否について 

（原告） 

 前記(1)及び(2)の原告の主張を前提として、原告の本件事業年度の法人税の税額の計算をす

ると、所得金額２億２２４３万８２６８円、差引所得に対する法人税額６０５３万５１００円

となるから、本件更正のうちこれらの金額を超える部分は違法である。また、これらを前提と

して、原告の本件事業年度の法人税に係る過少申告加算税の税額の計算をすると、過少申告加

算税の額２１５万７０００円となるから、本件賦課決定のうちこの金額を超える部分は違法で

ある。 

（被告） 

ア 本件更正の適法性について 

 原告は、本件取得資産のうち本件代替資産以外のものに係る帳簿価額については損金経理

により減額しておらず、前記(1)及び(2)の被告の主張を前提として、原告の本件事業年度の

法人税の税額の計算をすると、別紙４のとおり、所得金額３億９１７９万２６８０円、納付

すべき税額１億１１３４万１３００円となる。そして、これらの金額は本件更正における所

得金額及び納付すべき税額と同額であるから、本件更正は適法である。 

イ 本件賦課決定の適法性について 

 前記アのとおり本件更正は適法であるところ、原告が本件更正により新たに納付すべき税

額については、原告がその計算の基礎となった事実を確定申告における税額の計算の基礎と

しなかったことについて国税通則法６５条４項（平成１９年法律第６号による改正前のもの。
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以下同じ。）の正当な理由があるとは認められないから、原告は、別紙４のとおり、８５９

万９５００円の過少申告加算税を納付すべき義務を負う。そして、この金額は本件賦課決定

における過少申告加算税の額と同額であるから、本件賦課決定は適法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例について 

(1) 措置法６４条１項は、法人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用されるなど

し、当該法人が補償金等を取得した場合において、当該法人が差引補償金の額に相当する金額

をもって代替資産の取得をし、当該代替資産につき、その取得価額（その額が差引補償金の額

を超える場合には、その超える金額を控除した金額）に差益割合（差引補償金の額から当該譲

渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該差引補償金の額に対する割合）を乗じ

て計算した金額（圧縮限度額）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳

簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算に

おいて積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に

相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨を規定している。 

 法人が収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（圧縮記帳）についての上記規定

は、法人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用されるなどし、当該法人が補償金

等を取得した場合には、本来、差引補償金の額と収用等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿

価額との差額は、資産の譲渡益として益金の額に算入され、法人税の課税対象となるが、収用

等による資産の譲渡は土地収用法等の規定に基づき公共の用に供するなどの目的のため当該

法人の意思のいかんにかかわらず行われるものであるから、その譲渡益に対して直ちに法人税

を課税することは相当ではないし、また、直ちに法人税を課税するとすれば、当該法人は納税

した分だけ資金不足を来して収用された資産と同様の新たな資産の取得をすることができな

くなり、その事業の継続を困難にするおそれがあることに鑑みて、当該法人が差引補償金の額

に相当する金額をもって代替資産の取得をしたときは、当該代替資産につきその帳簿価額を損

金経理により減額し又はその帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法

により経理することを要件として、その減額し又は経理した金額に相当する金額を損金の額に

算入するものとし、収用等による資産の譲渡益について圧縮記帳による課税の繰延べを認めた

ものである。圧縮記帳をすることにより、収用等のあった日を含む事業年度においては収用等

による資産の譲渡益に対する法人税の課税が行われないこととなるが、圧縮記帳の規定の適用

を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、圧縮記帳の規定に

より各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は当該代替資産の取得価額

に算入されない（措置法６４条７項）ため、代替資産が減価償却資産（法人税法２条２３号）

である場合には、翌期以降の所得の金額の計算上、減価償却費が減額され、法人税の税額が増

額されることとなり、また、代替資産が土地又は土地の上に存する権利（同条２２号）である

場合には、当該代替資産が翌期以降に譲渡されたときに課税の繰延べを受けていた収用等によ

る資産の譲渡益が実現することとなる。 

(2) 措置令３９条４項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合におけ

る圧縮限度額の計算について 

 法人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用されるなどし、当該法人が補償金等

を取得した場合において、当該法人が差引補償金の額に相当する金額をもって複数の資産の取
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得をし、措置令３９条４項の規定の適用により当該複数の資産をもって代替資産としたときは、

措置法６４条１項所定の圧縮限度額は、その帳簿価額を損金経理により減額し又はその帳簿価

額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法により経理した代替資産につき（取得

した資産のいずれを代替資産とするかは、その取得価額が差引補償金の額に達するまで、法人

が任意に選択することができる。）、各資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて個別的に計

算されるべきものであると解するのが相当である。 

 なぜならば、前記(1)のとおり、措置法６４条１項が、「当該代替資産」につきその帳簿価額

を損金経理により減額し又はその帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる

方法により経理することを、その減額し又は経理した金額に相当する金額を損金の額に算入す

る要件として定めていることによれば、圧縮限度額は、その帳簿価額を損金経理により減額し

又はその帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法により経理した代替

資産の取得価額を基礎として計算されるべきものであると解されるからである。 

 また、措置法６４条１項は、圧縮限度額の意義について、「その取得価額」すなわち「当該

代替資産の取得価額」に差益割合を乗じて計算した金額と定めた上、圧縮限度額の計算の基礎

となる代替資産の取得価額について、「その額が当該補償金、対価又は清算金の額（既に代替

資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額）を超える場合には、その超え

る金額を控除した金額」と定め、圧縮限度額の計算においては既に代替資産の取得に充てられ

た補償金等の額がある場合があり、その場合には補償金等の額からその額を控除した額が当該

圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額の限度額となるとしているのであって、こ

の定めは、圧縮限度額の計算が代替資産の取得ないし当該取得に係る代替資産ごとに行われる

ものであることを前提とするものであるということができる。そして、圧縮限度額は、代替資

産につきその帳簿価額を損金経理により減額する上での限度となるものであり、帳簿価額は、

代替資産の取得ごとに付せられるべきものではなく、代替資産ごとに付せられるべきものであ

ることからすると、上記定めは、結局、圧縮限度額の計算が代替資産ごとに行われるものであ

ることを前提とするものであるということができるのであって、圧縮限度額は、その計算の基

礎となる各代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて個別的に計算されるべきもので

あると解される。 

２ 圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額（争点１）について 

(1) 前記１(2)のとおり、法人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用されるなどし、

当該法人が補償金等を取得した場合において、当該法人が差引補償金の額に相当する金額をも

って複数の資産の取得をし、措置令３９条４項の規定の適用により当該複数の資産をもって代

替資産としたときは、措置法６４条１項所定の圧縮限度額は、その帳簿価額を損金経理により

減額し又はその帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法により経理し

た代替資産の取得価額を基礎として計算されるべきものであると解されるのであって、そのよ

うな減額又は経理をしていない資産の取得価額は圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の

取得価額とはならない。 

(2) 原告の主張について 

 原告は、措置法６４条１項は圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額について帳

簿価額を損金経理により減額した資産の取得価額に限定しておらず、同項が定める課税の特例

の制度趣旨及び課税の公平の観点からすれば圧縮限度額は一義的に計算されるべきものであ
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るところ、圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額について上記のとおり限定する

と、個々の資産につき損金経理をしたかどうかにより圧縮限度額が変動するという不都合を生

ずると主張する。しかし、圧縮限度額は、その帳簿価額を損金経理により減額するなどした代

替資産の取得価額を基礎として計算されるべきものであると解されることは、前記１(2)のと

おりであり、そのように解することは措置法６４条１項が定める課税の特例の制度趣旨や課税

の公平に反するものではなく、法人は、代替資産につきその帳簿価額を損金経理により減額す

るなどするかどうかを自由に選択することができるのであるから、個々の資産につき損金経理

をしたかどうかにより圧縮限度額が変動しても何ら不都合は生じないというべきである。 

 また、原告は、租税特別措置法関係通達（法人税編）６４(3)－１が代替資産につき措置令

３９条４項の規定の適用を受けるときの差益割合は対価補償金の額の合計額と譲渡資産の譲

渡直前の帳簿価額の合計額とにより計算することとしていることを根拠として、同項の規定の

適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合には、複数の取得資産は全体として一

つの「代替資産」となるものと解するのが相当であると主張する。しかし、上記通達は、複数

の資産についてそれぞれ差益割合を個別的に計算することによる煩瑣を避けるための取扱い

を定めたものにすぎないのであって、上記通達の取扱いや措置令３９条４項の規定が上記場合

に複数の取得資産が全体として一つの「代替資産」となると解する根拠となるものではなく、

措置法及び措置令その他の関係法令の規定を精査しても、そのような解釈の根拠となり得るも

のは見当たらない。上記場合に複数の取得資産が全体として一つの「代替資産」となると解す

ることはできないというべきである。 

３ 圧縮限度額の計算方法（争点２）について 

(1) 前記１(2)のとおり、法人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用されるなどし、

当該法人が補償金等を取得した場合において、当該法人が差引補償金の額に相当する金額をも

って複数の資産の取得をし、措置令３９条４項の規定の適用により当該複数の資産をもって代

替資産としたときは、措置法６４条１項所定の圧縮限度額は、その計算の基礎となる各代替資

産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて個別的に計算されるべきものであると解されるの

であって、このときの圧縮限度超過額は、個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗

じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合

計となる。 

(2) 原告の主張について 

 原告は、措置令３９条４項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産とした場合

には、複数の取得資産は全体として一つの「代替資産」となるものと解するのが相当であるこ

とからすると、上記場合の圧縮限度額は個々の資産の取得価額を合計して計算する方法により

求められるべきものであると主張するが、上記場合に複数の取得資産が全体として一つの「代

替資産」となると解することはできないことは、前記２(2)のとおりであり、原告の上記主張

はその前提を欠くものである。 

４ 本件更正等の適法性について 

(1) 前記１ないし３により、原告の本件事業年度の法人税の税額の計算をすると、別紙４のと

おり、所得金額３億９１７９万２６８０円、納付すべき税額１億１１３４万１３００円となる

（なお、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件取得資産のうち本件代替資産以外のものについ

ては、その帳簿価額を損金経理により減額していないし、また、その帳簿価額を減額すること



9 

に代えて積立金として積み立てる方法により経理してもいないと認めることができる。）とこ

ろ、これらの金額は本件更正における所得金額及び納付すべき税額と同額であるから、本件更

正は適法である。 

(2) 前記(1)によれば、原告は、本件事業年度の法人税について納付すべき税額を過少に申告し

たものであることになるところ、本件更正に基づき新たに納付すべき税額の計算の基礎となっ

た事実のうちに本件更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法

６５条４項に規定する正当な理由があると認められるものはない（原告も、この点に関して特

段の主張はしていない。）。そうすると、原告が納付すべき過少申告加算税の額は８５９万９５

００円となり、この金額は本件賦課決定における納付すべき税額と同額であるから、本件賦課

決定は適法である。 

第４ 結論 

 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担につ

き行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 川神 裕 

   裁判官 内野 俊夫 

 裁判官林史高は異動のため署名押印をすることができない。 

裁判長裁判官 川神 裕 
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別紙１ 省略 
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（別紙２） 

法令の定め等 

 

１ 法人税法２２条１項の定め 

 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控

除した金額とする。 

２ 措置法６４条（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）の定め 

(1) 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった

場合において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額（当該資産の譲渡に要

した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で

定める金額を控除した金額。以下、この金額を「差引補償金の額」という。）の全部又は一部に相

当する金額をもって当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅（以下

「収用等」という。）のあった日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の

資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの（以下「代替資産」という。）の取得

をし、当該代替資産につき、その取得価額（その額が差引補償金の額（既に代替資産の取得に充て

られた額があるときは、その額を控除した額）を超える場合には、その超える金額を控除した金額）

に、差引補償金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該差引補償金

の額に対する割合（以下「差益割合」という。）を乗じて計算した金額（以下「圧縮限度額」とい

う。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代え

てその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方

法により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得

の金額の計算上、損金の額に算入する。（１項） 

ア 資産が土地収用法等の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合（１号） 

イ 資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとな

る場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき（２号） 

ウ （３号ないし８号は省略） 

(2) ４項から７項までのほか、１項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。（１２項） 

３ 租税特別措置法施行令３９条（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）の定め 

(1) 法６４条１項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定

める金額は、収用等により譲渡をした資産（譲渡資産）の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当

該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額をこえる場

合におけるそのこえる金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより

計算した金額とする。（１項） 

(2) 法６４条１項に規定する代替資産は、同項各号の場合の区分に応じ、次に掲げる資産とする。

（２項） 

ア 法６４条１項１号、２号、３号の２又は３号の３の場合にあっては、譲渡資産が土地又は土地

の上に存する権利、建物（その附属設備を含む。）又は建物に附属する財務省令で定める構築物、

当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに応じ、それぞれこれらの区

分に属する資産（譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類

及び用途を同じくする資産）（１号） 
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イ （２号ないし４号は省略） 

(3) 譲渡資産が前項１号に規定する区分（その他の資産の区分を除く。）の異なる２以上の資産で一

の効用を有する一組の資産となっているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令

で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもって当該譲渡資産のすべてに係

る代替資産とすることができる。（３項） 

(4) 譲渡資産の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前２項の代替

資産に該当する資産以外の資産（当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する

権利に限る。）の取得（製作及び建設を含む。）をする場合には、前２項の規定にかかわらず、当該

資産をもって当該譲渡資産の代替資産とすることができる。（４項） 

４ 租税特別措置法関係通達（法人税編）６４(3)（圧縮記帳等の計算） 

(1) 種類を同じくする２以上の資産について収用等をされた場合等の差益割合 

６４(3)－１ 種類を同じくする２以上の資産について同時に収用等をされた場合又は代替資産に

つき措置法令３９条３項若しくは４項の規定の適用を受ける場合の措置法６４条１項に規定す

る差益割合は、その収用等に係る対価補償金の額（その額から控除することとなる譲渡経費の額

がある場合には、当該金額を控除した金額。以下同じ。）の合計額に対する当該合計額から収用

等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の合計額を控除した金額の割合による。 

(2) ２以上の代替資産の取得をした場合の対価補償金から成る金額の計算 

６４(3)－４ 収用等をされた資産の対価補償金をもってその代替資産として２以上の資産の取得

をした場合（対価補償金以外の資金とを併せて取得した場合を含む。）において、当該対価補償

金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは法人の計算によるものとする。 
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（別紙３） 

課税処分の経緯 

（単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
差引所得に 

対する税額 

過少申告 

加算税 
重加算税 

確 定 申 告 19. 6 . 2 8 150,511,282 38,957,000 － －

本 件 更 正 等 20. 7 . 2 5 391,792,680 111,341,300 8,599,500 －

異 議 申 立 て 20. 9 . 2 2 150,511,282 38,957,000 － －

異 議 決 定 20.12 . 1 9 棄却 

審 査 請 求 21. 1 . 1 9 150,511,282 38,957,000 － －

審 査 裁 決 21.12 . 1 7 棄却 

＊ 本件更正等の「差引所得に対する税額」欄に記載された金額は納付すべき税額である。 
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（別紙４） 

課税処分の根拠 

 

第１ 本件更正の根拠 

１ 所得金額 ３億９１７９万２６８０円 

 上記金額は、次の(1)の金額に(2)の金額を加算し、(3)の金額を減算した金額である。 

(1) 確定申告における所得金額 １億５０５１万１２８２円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２８日付けで山形税務署長に提出した原告の本件事業年度

の法人税の確定申告書に記載された所得金額である。 

(2) 減価償却超過額 ２億４７４６万８１００円 

 上記金額は、原告が固定資産圧縮損として損金の額に算入した金額２６億０７４１万５２１４

円のうち措置法６４条１項の規定に基づいて計算した圧縮限度額を超える部分の金額２億４９

０６万０７０３円から、減価償却限度額１５９万２６０３円を差し引いた金額であり、本件事業

年度の所得金額に加算すべき金額である。 

(3) 寄付金の損金不算入額の過大額 ６１８万６７０２円 

 上記金額は、原告が本件事業年度の所得金額に加算した寄付金の損金不算入額３２９７万５５

９０円のうち前記(2)により所得金額が増加したことに伴って減少した後の損金不算入額２６７

８万８８８８円との差額であり、本件事業年度の所得金額から減算される金額である。 

２ 課税所得金額に対する法人税額 １億１７５３万７６００円 

 上記金額は、前記１の所得金額（国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を

切り捨てた後のもの）に法人税法６６条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）に規定す

る税率（ただし、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に

関する法律１６条１項（平成１８年法律第１０号による廃止前のもの）による置換え後のもの）を

乗じて計算した金額である。 

３ 法人税額から控除される所得税額等 ６１９万６２７９円 

 上記金額は、法人税法６８条（平成２０年法律第２３号による改正前のもの）に規定する法人税

額から控除される所得税の額であり、原告の本件事業年度の法人税の確定申告書に記載された法人

税額から控除される所得税等の金額である。 

４ 納付すべき法人税額 １億１１３４万１３００円 

 上記金額は、前記２の金額から前記３の金額を差し引いた金額（ただし、国税通則法１１９条１

項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

５ 既に納付の確定した法人税額 ３８９５万７０００円 

 上記金額は、原告の本件事業年度の法人税の確定申告書に記載された納付すべき法人税額である。 

６ 差引納付すべき法人税額 ７２３８万４３００円 

 上記金額は、前記４の金額から前記５の金額を差し引いた後の金額である。 

第２ 本件賦課決定の根拠 

 過少申告加算税の額 ８５９万９５００円 

 上記金額は、本件更正により新たに納付すべきこととなった法人税の税額７２３８万円（ただし、

国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）に１００分の１０の

割合を乗じて計算した金額に相当する７２３万８０００円に、同法６５条２項の規定により本件更正
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により新たに納付すべきこととなった法人税の税額７２３８万４３００円のうち同条３項に規定す

る期限内申告税額４５１５万３２７９円を超える部分の金額２７２３万円（ただし、国税通則法１１

８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）に１００分の５の割合を乗じて計算

した金額に相当する１３６万１５００円を加算した金額である。 


